
九州クラブユースサッカー連盟規約 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条  この連盟は、九州クラブユースサッカー連盟（以下、本連盟という）と称する。 

 

（事務所） 

第２条  本連盟の事務所を、会長の指定する場所に置く。 

 

第２章 目的 

 

（目的） 

第３条  本連盟は、九州サッカー協会ならびに一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟の指導の 

もとに、加盟クラブ相互の研鑽に努め、加盟クラブの競技力の向上を期し、あわせて地域社会 

に根ざしたサッカークラブの普及と発展を図ることを目的とする。 

 

第３章  事業 

 

（事業） 

第４条  本連盟は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１）九州地区の第２種年代および第３種年代のクラブサッカー競技大会の主催，主管なら

びに後援。 

           ２）加盟クラブの競技力水準の向上に必要な事業に関すること。 

           ３）加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。 

           ４）クラブサッカーにおける選手育成の一貫指導の啓発および普及に関すること。 

      ５）サッカーに関する情報収集および伝達に関すること。 

           ６）専門的知識を有する指導者の育成に関すること。 

           ７）事業に関する公式記録の作成および保管に関すること。 

           ８）その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。 

 

第４章  組織 

 

（組織） 

 第５条   本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の第２種ならびに第３種加盟登録したクラブで 

あり第３条の目的を達成するに必要な条件を満たし、九州クラブユースサッカー連盟に加盟 

したクラブで組織する。 

２ 加盟クラブは、第３条の目的に賛同し第４条の事業を達成できる条件を備えたクラブ

でなければならない。 

 

 

 

 



第５章 役員 

 

 （役員） 

第６条  本連盟に次の役員をおく。 

            １）会 長    １名 

            ２）副会長   若干名 

３）理事長   1名 

４）副理事長(U-18担当、U-15担当) ２名 

５）理 事     ８名以上１６名以内 

      ６）事務局長  １名 

７）監 事   ２名 

 

（会長） 

第７条  会長は、常任理事会で推薦し理事会で承認を得る。 

２ 会長は、本会を代表し会務を統轄する。 

 

（副会長） 

第８条  副会長は、常任理事会で推薦し理事会で承認を得る。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代

理し又は代行する。 

 

（理事長）   

第９条  理事長は、常任理事会において推薦し理事会で承認を得る。尚、県選出理事が理

事長に選出された場合、その県は理事を補充するものとする。 

２ 理事長は、会長の命を受けて業務を処理する。 

   ３ 理事長は、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟の理事を務めるものと 

する。  

   ４ 理事長は、九州サッカー協会の理事を務めるものとする。 

   ５ 理事長は、九州サッカー協会の第２種委員会ならびに第３種委員会の委員を務

めるものとする。 

 

（副理事長） 

第１０条 副理事長は、常任理事会において推薦し理事会で承認を得る。 

２ 副理事長は、理事長を補佐して業務を行う。 

   ３ 副理事長は、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟の評議員を務めるも

のとする。 

４ U-18担当副理事長は、九州サッカー協会の第２種委員会の委員を務めるものと

する。 

５ U-15担当副理事長は、九州サッカー協会の第３種委員会の委員を務めるものと

する。 

 



（理事） 

第１１条 理事は、九州８県クラブユースサッカー連盟（各県１名）およびＵ－１８大会実施委員会

（２名）から推薦され、理事会で承認を得た者とする。また、学識経験者の中から常任理事

会にて推薦され理事会で承認を得た者とする。 

２ 理事は、第３条の目的達成のための事業を執行する。  

３ 理事は理事会の会務を執行する。 

４ 理事は各県クラブユースサッカー連盟およびＵ－１８大会実施委員会の意見を集約

するものとする。 

 

(事務局長) 

第１２条 事務局長は、常任理事会において推薦し理事会で承認を得る。 

２ 事務局長は、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟の評議員を務めるも 

のとする。 

 

（監事） 

第１３条 監事は学識経験者の中から各県持ち回り選出とする。 

２ 監事は、会計事務及び業務の監査を行い、理事会に出席し意見を述べることが

できる。 

 

（事務局） 

第１４条 本会の事務局に、事務局員を若干名置く。 

   ２ 事務局員は、理事長が推薦し理事会の承認を得る。 

 

（任期） 

第１５条 役員の任期は２年とする。ただし再任は防げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と

する。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても 後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。 

 

（解任） 

第１６条 役員の中で、本会の名誉を著しく損なう行為があったときは、常任理事会で審議し、理事

会の議決により解任することができる。この場合において常任理事会は、議決の前に解任し

ようとする役員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

第６章  会議 

 

（会議） 

第１７条 本会は、次の会議を行う。 

１）常任理事会 

２）理事会 

 



（常任理事会） 

第１８条 常任理事会は、理事長がこれを招集し理事会に付議する案件を作成する。 

２ 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局をもって構成する 

３ 常任理事会の議長は理事長が務め、会を統括する。 

 

（理事会） 

第１９条 理事会は、理事長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。 

１）予算並びに決算 

２）規約改正 

３）役員の選任ならびに解任 

４）事業計画並びに事業報告 

５）新規加盟希望クラブ（チーム）の審査・承認。 

６）上部団体の役員選任ならびに解任 

７）その他、本連盟の目的達成に必要な事項 

２ 理事会は役員及び事務局員をもって構成する。 

３ 理事会の議長は理事長が務め、会を統括する。 

４ 理事会は過半数で成立し、その過半数をもって決する。可否同数の場合は議長

がこれを決する。 

５ やむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、代理人をもって表決を委

任することができる。 

６ 理事の３分の１以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 

 

（専決事項） 

第２０条 常任理事会並びに理事会に付すべき事項で、緊急性のあるものについては、理事長の専決事

項とし、執行後、常任理事会並びに理事会にて報告するものとする。 

 

（議事録） 

第２１条 会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。 

１）会議の日時及び場所 

２）会議に出席した評議員の数、役員の氏名 

３）議決事項 

４）議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 

 

第７章 専門委員会 

 

（専門委員会） 

第２２条 本連盟に次の専門委員会を設ける。また、業務遂行上必要があるときは専門委員会を設ける

ことができる。 

  １）Ｕ－１８大会実施委員会 

  ２）Ｕ－１５大会実施委員会 



      ３）広報委員会 

 

第８章 会計 

 

（資産） 

第２３条 本連盟の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 

 

（会計） 

第２４条 本連盟の事業遂行に要する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。 

      １）加盟登録費 

      ２）事業収入 

      ３）寄付金品 

      ４）その他の収入 

 

（会計年度） 

第２５条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第９章 附則 

 

 （細則） 

 第２６条  本規約に基づく連盟の運営に関することおよび専門委員会については、必要に応じて別途細

則を理事会において定める。 

 

（施行） 

第２７条 本規約は、２０００年 ４月 １日から実施する。 

          ２０００年１１月２５日 一部改定。 

     ２００７年１１月２３日 「Ｕ－１８」・「Ｕ－１５」組織統合により改定し実施する。 

     ２００８年 ２月１７日 一部改定し実施する。 

     ２０１０年 ３月１９日 一部改定し実施する。 

     ２０１２年 ３月１６日 一部改定し実施する。 

２０１３年 ３月１５日 一部改定し４月1日より実施する。 


